
山県市学校保健特別対策事業補助金交付要綱

令和２年１０月９日

山県市告示第１３６号

（趣旨）

第１条 この要綱は、市立小中学校における新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止のため、別表に掲げる事業（以下「補助事業」という。）を実施する保護者

等の団体に対し、別表に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の一部を

補助し、もって保護者の経済的負担の軽減に資することを目的として、予算の範

囲内において補助金を交付することについて、山県市補助金等交付規則（平成１

５年山県市規則第３４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。

（補助金の交付申請）

第２条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金（助成金）交付申請書（規則

様式第１号）及びその添付書類を市長に提出しなければならない。

（補助金の交付決定等）

第３条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、補助金の交付を決定し、補助金（助成金）交付決定通知書（規則様

式第２号）により申請者に通知するものとする。

（申請内容の変更の承認）

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、第２条の申請書の内容に変更が生じ

るときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

（補助金の交付請求）

第５条 第３条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助金の交付

の請求をしようとするときは、補助金（助成金）交付請求書（規則様式第３号）

を市長に提出しなければならない。

（実績報告）

第６条 補助金の交付を受けた者は、補助金（助成金）実績（成績）報告書（規則

様式第４号）及びその添付書類を市長に提出しなければならない。

（補助金の経理）

第７条 補助金の交付を受けた者は、補助事業についてその収入及び支出を記載し

た帳簿を備え、経理状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに、補助事業を廃

止した日又は補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から５年間保管しなけ

ればならない。

（交付決定の取消し等）

第８条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると



きは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の

返還を命ずることができる。

（１） この要綱の規定に違反したとき。

（２） 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。

（３） 事業の施行方法が不適当であるとき。

（４） その他不正の行為があったとき。

（補則）

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、令和２年度分の予算に係る補助金から適用す

る。

附 則（令和３年２月１日告示第１３号）

この告示は、公表の日から施行し、令和２年度分の予算に係る補助金から適用す

る。

別表（第１条関係）

事業名 補助事業の内容 補助対象経費

修学旅行等の

感染症対策支

援事業

児童生徒の修学旅行、研修旅行

等において、新型コロナウイルス

感染症対策として、密集を避ける

ためのバスの増車等の実施及び県

内の魅力ある地域資源を活用した

日帰り旅行等を実施したものにつ

いて、保護者が負担することとな

る経費の一部を補助する。

児童生徒の修学旅行、研修

旅行等において、新型コロナ

ウイルス感染症対策として実

施したことに伴う次の経費

ア 密集を避けるためのバス

の増車等に係る経費

イ 県内の魅力ある地域資源

の活用に係る入館料等の経

費

修学旅行等の

キャンセル料

等支援事業

児童生徒の修学旅行、研修旅行

等において、新型コロナウイルス

感染症対策として、中止又は延期

したものについて、保護者が負担

することとなる経費の一部を補助

する。

児童生徒の修学旅行、研修

旅行等において、新型コロナ

ウイルス感染症対策として、

中止又は延期した場合に発生

するキャンセル料等


